
○富田林市使用済みパソコン等の譲与に関する要綱 

令和７年２月１３日 

要綱第５号 

（目的） 

第１条 この要綱は、資源の有効な利用の促進に関する法律（平成３年法律第

４８号）及び障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和３５年法律第１２３

号）の理念に基づき、本市が使用した使用済みパソコン等（以下「物品」と

いう。）を適切に譲与することで、資源の循環的利用を推進し、障がい者の

就労機会の創出及び環境負荷の低減を図ることを目的とする。 

（譲与の対象者等） 

第２条 物品の譲与を受けることができる者は、次の要件を全て満たすものと

する。 

（１） 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平

成１７年法律第１２３号）第５条第１項に規定する障がい者施設であるこ

と。 

（２） 前号の施設を富田林市内で運営していること。 

（３） 譲与を受ける物品の適切な保管・管理及び処理能力を有すること。 

２ 物品の譲与を受けた者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

（１） 大阪府に廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１

３７号）に規定する有害使用済機器の保管等に関する届出を必要に応じて

行うこと。 

（２） 物品の記憶媒体装置の破砕処理等を市長の指定する場所で行うこ

と。 

（３） 譲与を受けた物品の搬出、運搬、再資源化処理等を自ら行うこと。 

（４） 再資源化処理を行う過程において再資源化できないものが出た場

合、適切に処理し、処分を行うこと。 

（５） 再資源化処理により得た対価の使途は、この要綱の趣旨に反しない



ものとすること。 

（６） この要綱及び関連法令を遵守すること。 

（７） 前各号に掲げるもののほか、市長の指示に従うこと。 

（譲与する物品） 

第３条 譲与する物品は、本市の事務事業に使用されたパソコン、モニター、

プリンターその他付属機器とし、再資源化が可能なものとする。 

（譲与の申出等） 

第４条 市長は、物品を譲与するときは、ウェブサイト等で周知を行うものと

する。 

２ 前項の周知を受け、物品の譲与を受けようとする者（以下「申出者」とい

う。）は、富田林市使用済みパソコン等譲与申出書（様式第１号）その他必

要な書類を添えて市長に提出するものとする。 

（譲与の決定） 

第５条 市長は、前条第２項の規定による申出を受けた場合は、その内容を審

査の上、適当と認めたときは、富田林市使用済みパソコン等譲与決定通知書

（様式第２号）を申出者に通知するものとする。 

２ 申出が複数ある場合、市長は、物品の種類や数量に応じて申出者に公平か

つ合理的に分配するよう調整を行うものとする。ただし、物品の状態や種類

により調整が困難な場合は、申出順を考慮して分配を決定するものとする。 

（譲与物品の受領等） 

第６条 物品の譲与を受けた者（以下「譲与決定者」という。）は、富田林市

使用済みパソコン等譲与受領書（様式第３号）を市長に提出するものとす

る。 

２ 譲与決定者は、市長の指定する場所で使用済みパソコン等の記憶媒体装置

の破砕処理等を行い、データ破棄証明書（様式第４号）に処理過程の記録

（写真等）を添付し、処理完了後、速やかに市長に提出するものとする。 

（立入検査） 



第７条 市長は、譲与を受けた者がこの要綱に基づく義務を適切に履行してい

るか確認するため、必要に応じて譲与を受けた施設に立入検査を実施するこ

とができる。 

２ 譲与決定者は、立入検査に対し必要な協力を行わなければならない。 

（譲与の取消し等） 

第８条 譲与決定者がこの要綱に違反したとき、又は市長の指示に従わないと

きは、市長は、譲与を取り消し、又は既に譲与した物品の全部若しくは一部

の返還を命ずることができる。 

（委任） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、

市長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、令和７年３月１日から施行する。 

附 則（令和７年要綱第８５号) 

この要綱は、公布の日から施行する。 

 



 



 



 



 


